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Ｑ
１
．
平
成
２７
年
度
国
民
健
康
保

険
料
の
納
入
通
知
書
が
送
ら
れ
て

き
た
。
保
険
料
の
金
額
や
計
算
方

法
の
説
明
を
聞
き
た
い
。

Ａ
．
保
険
料
に
関
し
て
は
、
保
険

課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
保
険

料
の
計
算
方
法
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
同
封
の
計
算
例
な
ど
で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
2
．
送
ら
れ
て
き
た
保
険
料
の

納
入
通
知
書
の
支
払
い
が
６
月
か

ら
に
な
っ
て
い
る
。
４
・
５
月
分

は
払
わ
な
く
て
い
い
の
か
。

Ａ
．
保
険
料
は
４
月
～
翌
年
３
月

ま
で
（
１２
か
月
分
）
を
、
６
月
～

翌
年
３
月
ま
で
（
１０
回
割
）
で
支

払
い
ま
す
。
４・５
月
は
通
常
支

払
い
が
な
い
月
で
す
の
で
、
支
払

う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
３
．
会
社
で
社
会
保
険
を
取
得

し
て
い
る
が
、
平
成
２７
年
度
保
険

料
の
納
入
通
知
書
が
送
ら
れ
て
き

た
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。

Ａ
．
国
民
健
康
保
険
の
喪
失
手
続

き
が
で
き
て
い
な
い
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
か
ら
社
会
保
険

に
変
更
し
た
場
合
、
必
ず
国
民
健

康
保
険
の
喪
失
手
続
き
を
保
険
課

で
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
し
た

翌
月
の
半
ば
ご
ろ
に
、
社
会
保
険

に
加
入
す
る
ま
で
の
保
険
料
の
納

入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

持
社
会
保
険
の
保
険
証
、
国
民
健

　
康
保
険
の
保
険
証
、
印
か
ん　

５
月
末
ま
で
に
国
民
健
康
保
険
喪

失
手
続
き
を
し
た
人
に
は
、
社
会

保
険
を
取
得
す
る
ま
で
の
保
険
料

分
の
み
を
通
知
し
て
い
ま
す
の

で
、
支
払
い
を
お
願
い
し
ま
す
。

Ｑ
４
．
保
険
料
を
納
期
限
ま
で
に

支
払
わ
な
い
場
合
は
、
ど
う
な
る

の
か
。

Ａ
．
督
促
状
や
催
告
書
を
送
付
し

ま
す
。さ
ら
に
滞
納
を
続
け
る
と
、

有
効
期
限
の
短
い
保
険
証
に
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
特
別
な
事
情
が
な
く
滞

納
を
続
け
て
い
る
と
、
預
貯
金
や

財
産
の
差
し
押
さ
え
に
至
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
保
険

収
納
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
５
．
通
知
さ
れ
た
保
険
料
の
支

払
い
が
困
難
な
場
合
は
、
ど
う
し

た
ら
い
い
の
か
。

Ａ
．
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
、

保
険
料
の
支
払
い
方
法
を
相
談
で

き
ま
す
の
で
、
保
険
収
納
課
へ
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
一

定
事
由
に
限
り
、
書
類
を
添
付
し

保
険
料
の
減
額
申
請
が
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
課
へ

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課

℡
０
６
・
６
９
９
２・
１
５
３
２
、

　
１
５
４
５
、
１
６
２
５

問
保
険
収
納
課

℡
０
６
・
６
９
９
２・
１
５
３
７
、

　
１
５
３
８

　
き
り
、
ま
た
は
車
い
す
常
用
の

　
人
が
医
療
機
関
に
受
診
す
る
場

　
合
な
ど
に
、
リ
フ
ト
付
車
輌
お

　
よ
び
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
装
置
ワ

　
ゴ
ン
車
で
、
住
居
と
医
療
機
関

　
な
ど
の
間
を
送
迎

注
生
活
保
護
受
給
者
は
除
く

利
用
回
数　
１
回
３
時
間
以
内
で

１
日
２
回
、
年
間
２０
回
ま
で

利
用
条
件　
１
人
の
付
添
人
が
必

要日
常
生
活
用
具
給
付

内
寝
た
き
り
状
態
、
ま
た
は
認
知

　
症
の
一
人
暮
ら
し
の
人
に
、
日

　
常
生
活
用
具
を
給
付

給
付
品
目　
電
磁
調
理
器
、
火
災

報
知
器
、
自
動
消
火
器

利
用
条
件　
生
活
保
護
受
給
者
ま

た
は
市
民
税
非
課
税
の
人

問
高
齢
介
護
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
１
０

　
市
で
は
、
市
内
在
住
の
お
お
む

ね
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
に
対
し
、

左
記
の
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

緊
急
通
報
機
器
貸
与

内
一
人
暮
ら
し
で
虚
弱
の
た
め
常

　
時
注
意
が
必
要
な
人
に
、
緊
急

　
通
報
装
置
を
貸
与

¥
機
器
の
利
用
料
は
無
料
。
電
話

　
の
基
本
料
、通
話
料
は
自
己
負
担

○
緊
急
通
報
機
器
貸
与
の
設
置
条

　
件
が
変
更

　
従
来
ま
で
は
、
緊
急
通
報
機
器

が
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ア
ナ
ロ
グ
回
線
の
み
設

置
可
能
で
し
た
が
、
承
諾
書
を
提

出
す
る
こ
と
で
、
一
部
の
他
社
電

話
回
線
で
も
設
置
可
能
に
な
り
ま

し
た
。

寝
具
乾
燥
サ
ー
ビ
ス
（
無
料
）

内
一
人
暮
ら
し
の
人
、
ま
た
は
高

　
齢
者
の
み
の
世
帯（
い
ず
れ
も

　
虚
弱
）の
寝
具
を
水
洗
い
・
乾
燥

利
用
回
数　
年
４
回
以
内

外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
無
料
）

内
要
介
護
認
定
が
４
以
上
で
寝
た

福
祉
の
お
知
ら
せ

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

国民健康
保険料に関する

Ｑ＆Ａ


